
  

   令和２年１０月２８日 

 新入学（小・中学校）予定の児童の保護者のみなさまへ 

大阪市立長吉小学校長 高田 一夫 

 

令和３年度 就学援助申請（早期１）手続きについて 

大阪市では、子どもたちの学習が経済的な理由で妨げられることのないように就学援助制度を設けています。 

令和３年４月にお子さんが大阪市立の小・中学校に就学する予定で、就学援助の申請を希望される方は、    

「令和３年度（２０２１年度）就学援助制度のお知らせ（早期１）」（以下「お知らせ」という）をよくお読み    

いただき、つぎの要領でお申し込みください。 

なお、今回の案内は、入学前に入学準備補助金の支給を希望する方を対象としています。入学前支給を希望し

ない場合は、新入学保護者説明会で配付する早期２以降のお知らせをご覧ください。 

記 

１ 申請書提出期間   令和２年１２月１日（火）～令和２年１２月２５日（金） 

※ 令和３年度 新１年生のみが対象ですが、同じ学校に通うきょうだいがおられる場合は、きょうだいの  

名前も記入できます。（ただし、きょうだいは「早期２」申請扱いとなり、審査結果の通知は５月末予定です。） 

※ 大阪市外への転居や私立学校受験などにより、大阪市立以外の小・中学校に入学する可能性のある方は、

申請できません。 

※ 認否審査は、学校に提出のあった書類をもとに教育委員会事務局が行います。また、審査結果の通知は、

教育委員会から直接自宅へ郵送されます。（令和３年２月末予定） 

 

２ 提出書類 

(1) 「令和３年度（２０２１年度）就学援助申請書兼世帯状況票」（以下「申請書」という）  

※ 記入については、「お知らせ」の３ページをご覧ください。  

※ 押印は、すべて朱肉による「はんこ」をご使用ください。（シャチハタ等のスタンプ印は使用できません。） 

※ 「申請書」下段の委任状にも申請者名の記入と押印が必要です。もれのないようにご注意ください。 

(2) 申請理由が確認できる証明書類 

※ 「お知らせ」の２ページ目の 「４ 申請に必要な証明書類」をご覧ください。 

※ 申請にあたっては、必ず証明書類を提出してください。 

(3)「申請書」に記入した振込先の預金通帳やキャッシュカード等のコピー 

※ 金融機関名、支店名、口座番号及び口座名義（フリガナ）が記載されている預金通帳等のページのコピー

を提出してください。（例：預金通帳の表紙のうら） 

 



  

３ 提出先及び方法 

※ 提出先  長吉小学校 

（小学校新１年生で転居等により他の学校に通うことが決まっている場合はその小学校）  

※ 申請書等にはたいへん重要な情報が含まれています。 

提出は、保護者が学校へ持参、または送付するようにしてください。 

※ 「申請書」を受け付けた際には、「受領書」をお渡しします。 

（送付にて提出された場合は、受領証を郵送させていただきます。万が一、「送付したのに受領書が届かない」

という場合は、審査されないことがあるので、必ずご連絡ください。）（TEL ０６－６７０９－２０００） 

※ 本校に在籍するお子さんを通じての提出は、紛失等の事故防止のため、できるだけおやめください。 

やむを得ずお子さんを通じて提出される場合は、登校後速やかに事務管理室（１階）へ提出するよう   

お伝えください。その場合、必ず「受領書」を受け取ったことをご確認ください。 

【長吉小学校に提出される場合の送付先】 

〒５４７-００１６ 

大阪市平野区長吉長原２－６－５５ 大阪市立長吉小学校 就学援助担当者 宛 

４ その他 

 (1) 証明書の留意点 

※ 申請理由①・④・⑤・⑧番の方については、保護者全員が申請理由に該当していることが必要です。    

証明書も保護者全員分が必要ですのでご注意ください。 

※ また、ひとり親家庭の場合は、確認のため次のいずれかの証明書も必要です。（詳しくは「お知らせ」の   

２ページ下段をご覧ください） 

・ 市民税・府民税証明書などの寡婦（寡夫）控除が確認できる書類 

・ ひとり親家庭医療証（写） 

・ 配偶者の死亡診断書（写）・住民票除票・死亡者が記載された戸籍 など 

・ 離婚届受理証明書・離婚調停申立書（写）・訴状（写）・判決書（写）など 

・ 遺族年金改定通知書（写） 

・ 申請者の戸籍抄本・領事館等発行の独身を証明する書類（外国人の場合）など 

 (2) 領収証書等の保管について 

※ 就学援助の申請では、入学準備学用品等（ランドセル、標準服、体操服、給食服、通学用靴、通学用・教

室用・講堂用の各種靴、ノートや筆箱等文具、水筒、水着など、学校で使用するもの）の購入にかかる     

領収書の提出は不要ですが、「特別支援教育就学奨励費」の申請には必要です。申請予定の方は、大切に保管

しておいてください。 

（問い合わせ先） 就学援助制度について   

教育委員会事務局 学校運営支援センター 事務管理担当（就学援助グループ） 

TEL：０６－６１１５－７６５３ 

 


